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はじめに 

今日は富士宮市を中心にお話をさせていただ

きます。そこでは A区の区会の議事録がかなりま

とまって残っております。今日はこれを使って

地域の歴史を再構成できないかということを報

告させていただこうと思います。 

それに関わって考えないといけない論点が明

治から現在までたくさんありますが、今日はそ

れをあまり整理がつかないままお話しすること

になると思います。 

まず大まかなイメージを共有するために、地

図を 2つ用意しております。  

最初は宮内省御料局が作った地図です。真ん

中に富士山頂と書いていますが、その富士山頂

を中心に薄紫色で塗られているところがかつて

の御料地です。富士山を中心にかなりの面積が

富士御料地として設定されているのがわかると

思います。 

 

この富士御料地をより具体的に示しているの

が次の地図です。 

 

これは手描きの地図です。イメージ的に富士

山頂が上に描いてあって、裾野が下に広がって

いく感じになります。右側に旧御林と書いてい

ますが、ここは江戸時代から御林守という役人

が置かれ、幕府直轄の山として山林が保護され

ていたところです。農民が立ち入ることも一定

程度認められていました。その山林を抜けてさ

らに裾野に下ってくると、草地が生える原野が

広大に広がっています。その原野は、富士郡の

各村々が入会を行い、秣を刈り取って田畑の肥

料にしたり、あるいは家畜の飼料にしたりとい

うことで、富士郡一帯がこの原野の恩恵を受け

ていました。しかし、明治時代に入ると地租改

正に伴う官民有区分によって旧御林は言うまで

もなく、原野にあたる地域もほとんど国有地、

当時の言い方で言うと官有地に編入されました。

後にこれが御料地になります。ただ、同じ入会

地でも村によっては御料地にされず民有地とさ

れたところもありましたが、大方は官有地、後

の御料地に編入されました。 

静岡県地方自治研究所 第 20 回定例研究会（2024 年 10 月 3 日）の橋本誠一

静岡大学名誉教授の報告について、録音をもとに作成したものです。 
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今日取り上げる Aという区もこの原野を入会地

として利用していましたが、これも官有地に編

入され、後に御料地に変わりました。A にはこの

御料地内の入会だけでなく、自分たちが所有す

る入会地を別に持っていました。これは民有地

ということになりますけど、この地図の中には

現れてはおりません。  

ところで、A 区については今日は財産区という

言葉で紹介しますが、財産区については、川瀬

光義さんが一昨年に報告されていて、そちらは

御殿場を沖縄との比較も含め、財産区の財政学

的な問題を取り上げられています。御殿場の財

産区は、全国的に見れば非常に特異な財産区と

いってよいかと思うんですが、今日紹介する Aの

財産区は、ごく一般的な財産区です。その A区に

は、先ほども触れたように、区会という区の会

議体があって、その議事録が明治・大正・昭和

を通してかなりきちんと残っています。A 以外の

区でも、区会議事録を残しているところがあり

ますが、A は量的にも非常によく残っている。そ

れでこの区会議事録を読みこなして、A 区の近現

代史のあらましを追跡して、地域の歴史を再構

成できないかと考えたのが、今日の出発点とい

うことになります。 

私は法学部出身なので、財産区問題について

は、川瀬先生が財政学の立場からアプローチし

ているとすると、私の場合は民法上の入会権と

か、入会集団の問題として財産区を扱うのが一

般的です。しかし、今日は入会権の問題を離れ

て、区全体の歴史をどうやって捉えたらいいの

かということで考えてみようという報告になり

ます。 

その議論をするために、今日は二つの理論枠

組を前提としています。一つは、社会学者の鈴

木栄太郎の理論枠組みです。鈴木栄太郎は社会

学者として戦前活躍した人物で、日本の村落研

究の社会学における第一人者ですが、「自然村」

と「行政村」の区別で有名です。 

鈴木は農村社会を構成する集団を概括的に

「行政的地域集団」「氏子集団」「檀徒集団」「近

隣集団」「経済的集団」など 10種類に分類しまし

た。 

鈴木はさらにこれらの諸集団が地域的に累積

して形成されるものを区別するために「社会地

区」という概念を用いています。たとえば「第

一社会地区」は部落内の小字、組などの近隣集

団で、それ自体だけでは自足的な社会生活を送

れないという特徴があります。「第二社会地区」

はいわゆる自然村で、その内部に近隣集団（小

字、組など）、氏子集団、経済的集団などを内包

し、それ自体が社会的独立性を有しています。

そして「第三社会地区」はいくつかの自然村が

連合して組織されているのが「行政的地域集団」、

すなわち行政村です。 

さらにそれよりももっと広い地域的統一とし

て「共同関心地区」、つまり県とか国のレベルが

さらに広い社会地区として存在しているという

ことになる。こういういくつもの層が重なって

地域社会が構成されていて、それぞれの単位が

独立性の強いものから弱いものといろいろ重な

り合っているという。この捉え方はなかなか有

益だと思います。 

もう一つ日本の村を考える場合に抑えておき

たいのが、江守五夫『日本村落社会の構造』の

村落類型論です。江守は、日本の村は家の集合

体であるという点では全国共通だが、家相互の

関係などにより以下の三つに分類されると言い

ます。 

まず「年齢階梯制村落」は、家が集まって村

を作っているけれども、村の中の秩序は年齢グ

ループによって社会組織が編成されていて、例

えば若い人たちは若者宿を組織し、その上の年

齢層は別のグループを作るというやり方で村落

の秩序が形成されている。この作り方だと、家

よりもむしろ家の中の個人が再編成されて社会

秩序が作られている。家が単位ではあるけど家

の力は弱いという感じでしょうか。この「年齢

階梯制村落」に比べると、家が前面に出ている
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のが 「講組型村落」と「同族型村落」です。「講

組型村落」は家単位だけれども、家の関係はど

ちらかというと水平的で、みんなだいたい対

等・平等に村を作っている。それに比べると

「同族型村落」は家と家の関係が垂直的です。

強い有力者（地主など）がいて、それに他の家

が従っている関係になる。A 区の場合は「講組型

村落」に該当すると考えています。この家を単

位にして村が作られているというありようは、

日本の近世、近代、そして現代に至る社会を考

える上で重要なテーマであり続けています。そ

こで今日は最終的にその点に立ち返って、皆さ

んに議論をお願いしたいと思っています。 

 

１ A区の近現代史概観 

A 区の近代史を年表風にまとめました。江戸時

代の Aは「相給村落」と呼ばれるもので、一つの

村ではありますけれども、領主は 3人いました。

一つは天領なので 3人というのは少しおかしいか

もしれませんが。「相給村落」というのはなかな

か馴染みがないかもしれませんが、実は駿河と

か関東一円ではよく見られるパターンです。残

念ながら「相給村落」の支配のあり方に関する

資料はあまり残っていないので、詳細について

これ以上語ることはできません。これが明治に

入って、近代的な地方行政制度に再編成されて

いくことになります。年表 1888 年の 4月 25日の

ところに町村制という項目を入れております。

これが現在の地方自治制度の出発点です。この

町村制によって A を含む B 村が成立します。A は

別の村々と合併した上で新たに B村として地方自

治の歴史が始まるわけです。それが 1889 年 2 月

26 日の「B 村の成立」です。A はその一部という

ことになります。町村制は 64 条以下で行政区と

しての区を用意しています。区には区長を置く

ことを町村制が認めています。この区は自治的

な機能が認められているわけではありません。

単なる行政区として設定されています。 

もう一つこれとは別に、法的には全く別物で

すが、財産区としての区が用意されています。

町村内の区が財産を所有している場合に、一区

限りで区の財産所有を認めるというやり方です。

これを「財産区」と─後に地方自治法上の財

産区と区別して「旧財産区」と呼んだりします

─いいます。この財産区としての区と行政区

としての区と、2 種類の区があります。ただ、今

日の報告では両者をあまり厳密に区別して用い

てはいません。 

さて、町村制が施行されたとはいっても、そ

れ以前からの村としてのまとまりが強かったの

で、合併してもうまくいきません。A 区の場合、 

1896 年ぐらいからもう一遍別々の村にしてほし

いという分離要求を出しています。これが 10 年

ぐらい揉めます。そのとき A区は村に対して村税

を納めないという運動をやって自分たちの主張

を通そうとします。これがようやく終わるのが

1905年 11月 20日。B村と A 区との間で和解が成

立します。その和解条件の一つが B村会の議席配

分の見直しです。村会議員の議席はもともと地

区別に地域割りが行われていたわけですが、そ

れを A区に有利な方向で見直したのです。町村制

施行によって成立した新しい村に悶着が起こっ

て、何とか落ち着くようになるのが 20 世紀に入

ってからということになります。 

前述のように、B 村の下に区として A 区があり、

A 区は自身の財産を持っています。これが財産区

です。1920 年 10 月 1 日現在、B 村の所有財産は

原野 112町歩です。この B村の所有財産は元々旧

B 村（現 B 区）のものでした。それが部落有財産

統一という政策が推し進められ、区の財産を村

の財産にしたのです。しかし、そのようなこと

をしたのは B区だけでした。それ以外の区は自分

たちの財産を手放しませんでした。A 区の場合、

山林原野 870町歩を自分たちの財産として持って

います。これ以外に御料林に対する入会利用も

行われています。このように区は自分の財産を

抱えながら、村の中で独立性を維持するという

状態がずっと続きます。このように区としての

独立性が強い、その基盤として財産区としての

財産所有があるということを確認しておきたい

と思います。  
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２ A区における「社会地区」の変遷 

すでに鈴木栄太郎の「社会地区」の概念を紹

介しましたが、それに基づいて Aの歴史を整理し

てみると、1889年の段階でB村が作られました。

ということで社会地区の一番上が B村（第三社会

地区＝行政村）です。その下に A区（第二社会地

区＝自然村）があります。区には区長と区会が

置かれ、独立した意思決定が行われています。

その下に組（第一社会地区）が置かれています。

この組は由来はよく分かりませんが、江戸時代

の十人組の歴史を引き継いでいるようです。大

体平均 10 戸ぐらいで組織されています。ここに

組長が置かれて、 みんなで話し合う組会も開催

されている。その下に家があるわけです。この

ありようが基本的にずっと続いているのです。

ただ、戦時中の大きな変化として、1940 年に部

落会が新たに作られています。この部落の下に、

各組が隣保班という名前に付け替えられます。

戦後になるとこの部落会が廃止され、隣保班も

廃止され組に戻ります。部落会は町内会に変わ

ります。名前は変わりますが、基本的には戦時

期に作られた部落会は戦後もそのまま生き続け

ます。組も伝統的なままで変わらない。 

 

３ A区の運営組織 

どうやって日常的に区を運営しているのか、

とくに区会の運営はどうしているのか。区会の

運営について成文のルールを確認できるのが

1904 年作成の資料です。それによると、区会は

定期的に開かれる。大きな問題が起こると臨時

に開かれる。個人的に非常に面白かったのは、

かつては旧暦で開催されていたことです。旧暦

の正月を迎えると、その年の第一回目が開催さ

れます。4 月開催でもなく 1 月開催でもなく、旧

暦の正月を過ぎてから新しい体制に移ることに

なっています。当時だいたい午前 9 時から午後 4

時ぐらいまで会議をやるということになってい

ます。問題はその区会の運営の仕方です。村落

共同体を理解するキーワードの一つとして、昔

から地主制とか身分階層制という言葉が使われ

てきましたが、A 区会の運営のあり方を見ている

と地主制とか身分階層制はあてはまらない、む

しろかなり民主的にやっているというのが実感

です。みんなで決めなければいけない時、どう

いう決め方をしているかというと、いわばボト

ムアップ型です。つまり、重要事項は区会だけ

で決めないで、組に下ろします。まず組長が組

会を開いて、そこでいろいろ議論して、その結

果を持ち寄って区会が開催される。そこで最終

的な決定がなされる。その区会の意思決定は多

数決を取ったかというと、どうも多数決は取っ

てないようです。議事録で多数決の記録が残る

のは選挙ぐらいです。それ以外は満場一致で収

まっているのかもしれません。そういう意味で

かなり民主的だといわざるをえない。 

こういう民主的な運営をする区のあり方とい

うのは、明治期にできたものだと理解していま

す。明治 11 年以降のいわゆる三新法体制の中で、

A にも村会が設けられました。この時期の村会は、

議論したら議事録をちゃんと残すようになりま

す。議論したことを議事録として残す訓練は、

明治 11 年以降全国でやられるようになるわけで

す。そういう訓練をして初めて、こういう区会

の議事録をつくる習慣が作られるようになった

と思います。その意味で近代的なものです。い

ずれにしても地主とか身分階層制のように有力

者が威張っているようなイメージでは捉えられ

ないのが、A区の運営のあり方です。  

 

４ 経済的集団としての A区 

A 区の集団としての機能は、いろいろな側面を

持っていますが、その一つが経済的集団として

の機能です。A 区は財産区として一定の財産を所

有していますが、それが経済的集団としての機

能の代表的なものです。 
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 富士宮市内には現在、財産区が 6つあります。

そのなかで財産区議会を持っている財産区に Bが

あります。これは Aの上の B村が財産区になった

ものです。これとは別に、B 区というのがありま

す。江戸時代は旧 B村でした。それが明治になっ

て合併してできた B 村が母体になった財産区が B

です。このように江戸時代の旧村、今で言えば

大字、区を単位とした財産区。さらに区をまた

いで合併して明治に作られた村を単位とした財

産区というのが富士宮市内に存在しています。 

この財産区が、経済的集団としていろいろな

活動をしている。一つの土地の所有団体という

言い方をしていますが、土地の所有という点で

は、山林原野を所有している。これ以外に田貫

湖も所有している。田貫湖の水利を利用したい

人とか、湖の周辺で釣り掘りをやりたいとか、

いろいろな人たちは A区の了解を得てお金を払わ

ないと使えないわけですが。 

区有文書に「土地賃貸借契約書」というのが

あります。残念ながら作成された年月日は書い

てありませんが、戦後に書かれたのは間違いな

いようです。これによると Aの区有の不動産とい

うのは、A 区が直接管理している土地がまずあっ

て、これ以外に各組に割地として配分している

土地があり、それ以外に消防団とか青年団に管

理させている土地があるというように、分類さ

れています。その土地の分類によって、組では

どういうことができるのか、青年団はどういう

ことができるのか、一応それぞれ機能配分、権

利配分が決まっています。この土地を民法上は

入会地、いわゆる共有の性質を有する入会とい

う言い方をします。議事録を見ていると、毎年

自分たちの土地の管理についてきちんと決めて

います。春先になると、いつ、どこが、誰が下

草刈りに行くとか、あるいは境界が曖昧になっ

ているところは、いつ誰が行って確認するとか、

そういう管理行為が区会の議題として議論され、

現在に至るまできちんとやられている。このよ

うな管理行為をきちんとやっていることが入会

地であることの一番重要な証になるわけです。 

このほかにも経済的集団としての機能があり

ます。田貫湖から芝川が流れていますけども、

芝川の水利権というか漁業権も区が持っていま

す。非出資の漁業協同組合を設立して現在に至

っています。このように経済的集団としていろ

いろな顔を持っている。 

入会に関しては付言しておきたいことがあり

ます。地方自治法上、形式的に財産区の権利関

係については、議会の議決権を要することにな

っています。しかし、実質的には住民が相談し

て決めて、自分たちで処分行為を含めてやって

いる。住民たちの意識としては、地方自治法上

の旧慣使用権に基づくものと理解しているわけ

です。しかし、県の側は決してそういう理解が

十分ではない。法律が定めている通り、管理処

分権を持っているのが議会だから、その通りに

やれという通達を出したりしている。今後もこ

のような攻めぎ合いが起こるかもしれません。

行政側は財産区の実体として、そこに入会集団

がいて、実質的な所有権を持っているんだとい

うことを理解していない自治体は別に珍しくあ

りません。それだけに再び自治体との攻めぎあ

いが起きないことを願っています。 

 

５ 政治的集団としての A区 

今日の報告では政治的集団という面について

も考えてみようと思います。政治的集団という

のは鈴木栄太郎の分類にはない概念で、私が勝

手に作ったものです。A 区自体が一つの独立した

政治的な意思決定を行っていることを捉えるた

めには、政治的集団という概念を作った方が良

いと思って作りました。 

 

５－１ 国政選挙等 

国政選挙等、各段階の選挙について、A 区会で

どういう議論をしているのかということを整理

してみました。国政選挙については意外ですが、

あまり議事録に出てこない。戦前に衆議院議員
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の候補者を区で応援する記事があったりします

が、同様の記事はあまり出てこない。県会議員

選挙というのもあまり区会で議論しているとい

うのがない。その理由を考えてみましたが、他

の地域の選挙のやり方を見ていると、例えば県

会議員選挙で支持の母体になっているのは、区

というよりも農協とか青年団などです。そうい

う意味では、政治的集団としては、区よりも農

協とか青年団の方がより重要かもしれない。 

 

５－２ 村長（市長）・村会（市会）議員選挙 

村長とか市長レベルになると、区がまとまっ

て議論することが増えてきます。明治以降法的

に選挙権は個人の権利として位置づけられてい

ますが、実際には次のようにいえると思います。

「区が統一的かつ集団的に―各区民の選挙権を

一つの束にして―権利行使をしようというのが

常であった」。つまり区全体、場合によっては部

落会、町内会が一致して候補者を支持推薦し、

重複立候補になった場合は、候補者の一本化を

図ろうとした。その限りで、個人的権利として

の選挙権の行使は事実上制約されていた。これ

が区会議事録から得られた結論です。 

この結論に私自身ちょっと驚きました。例え

ば実際の区会議事録上どういう書き方がされて

いるのかというと、1921 年の区会では元老 4 名

に B村の村会議員の候補者選任を委任するという

ことを決議しました。その委任を受けた元老が、

組長や青年一同と集まって議論した結果、元老

が候補者 5人を選任するということで、元老にそ

の選任が委ねられたわけです。3 月 25 日の区会

では、その後、元老が選んだ候補者 5人をみんな

で必ず投票することを確認して終わっています。

このように、選挙にあたっては、みんなで相談

して候補者を決めて、みんなで投票する、こう

いう投票行動がずっと一貫して行われているの

です。こういう投票行動も含めて今日の報告で

は「民主的だ」と特徴づけたいのです。民主主

義にもいろいろ種類がありますが、このような

やり方は戦後になってもしっかり継承されてい

きます。 

５－３ 区長選挙 

次に区長選挙について見てみますと、区長選

挙は自分たち区の代表を選ぶ選挙ですので、地

域の人たちが選挙というものをどう考えている

のか、より明確に分かるのではないかと感じま

す。とくにさきほど選挙権を集団的な権利だと

言いましたけど、同じことをこの区長選挙でも

いえるのかが大きな関心事です。 

区会議事録に A 区会が 1955 年から選挙制に変

えて推薦制を採用したという記事があります。

区長を選挙で選ぶということは、大正時代から

やられていますが、興味深いことに、戦後にな

って選挙をやめて推薦制にしたというのです。

選挙をすると混乱するというのがその理由です。

実際に混乱は起こっています。それでみんなで

話し合って候補者を一方化するという動きが出

てきました。戦後になって民主主義が進んだと

言いたいところですが、実際は必ずしもそうで

はない。投票行動というのが区の秩序の混乱の

原因になる、実際混乱している。ということで、

それに対する対抗策として、推薦でやろうとい

う動きが 1960 年代に入って見られる。非常に注

目すべき動向です。このような動向をどう評価

すればよいのか、なかなか難しい問題だと思い

ます。  

もう一つ区会で議論になったのは、従来通り

一戸一票を維持するか、それとも一人一票にす

るかという問題です。一戸一票という原則は、

特に区長選挙では一貫して維持されています。

このやり方は 1980 年の議事録でも確認されます。

この一戸一票制は、投票は個人の権利ではない、

家の権利だという観念の表明です。それがこれ

ほど長く残っているところが、今日の報告のポ

イントの一つです。 

 

６ 祭祀集団としての A区 

区の精神的な結びつきという点で、祭祀集団

としての機能という点に最後に触れておきたい

と思います。A 区では、年度最初の区会で年間の

行事日程を決めますが、その中に祭祀上の日程

も含まれます。正月はいつやるか。節句はいつ
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やるか。農休という言い方をしていますが、休

日もこの区会で年間計画の一環として決めてい

ます。お盆も御日待の日程も決める。何をお祭

りとしてやるかは時代によって変遷があるよう

ですけども、区が中心になってそれを決めると

ころが非常に面白い。個人的な興味で言えば、

1949 年の忠魂碑除幕式に始まって、戦後それな

りに慰霊活動が活発に行われています。実はこ

の A区は以前静岡県史の民俗班が調査に入ったそ

うですが、そのときと比べても現在の民俗はほ

とんど変化していないそうです。その点は今回

議事録を見た感想と一致するところです。村の

伝統的な秩序がほとんど変わっていないという

ことになると、なぜ変わっていないのかという

疑問も出てきます。なぜなのか、残念ながらそ

の理由はまだきちんと説明できません。 

 

おわりに 

最近、二宮尊徳の報徳運動の研究会に出たの

ですが、「報徳思想とか報徳運動って何か？」と

いうことについて、近代報徳思想を研究してい

る人たちの中には、定義が困難だ、むしろ定義

づけない方がいいという人たちもいます。近世

の報徳運動をやっている人は、それなりに明快

に説明するので、どうも近世と近代では、報徳

思想研究に大きな断絶面があるようです。その

一つが、国家権力の問題です。江戸時代の報徳

運動は、幕藩権力を取り込んで村の経済的復興

をやろうとします。その背後にある考え方は儒

教的な仁政思想です。幕藩領主には農民を保護

してちゃんと生きていけるようにする責任があ

るという儒教的な政治観念です。尊徳はそれを

梃にして小田原藩を取り込み、幕府も取り込ん

で報徳運動を発展させていったわけです。明治

維新後、尊徳の弟子が明治政府に対してそうい

う仁政を要求したら、明治政府はそれを拒絶し

ました。すなわち、1872 年 5 月、大蔵大輔井上

馨は「自主自由の権ヲ与へ、各自安の道相立た

せ候御趣意ニて、官に於いて細密の御世話ハこ

れなくと略決定」と回答しました。このとき井

上馨は、儒教的な仁政を施す領主観ではなくて、

近代的な自由主義国家観に立っていました。彼

のタネ本は福沢諭吉「西洋事情」「学問のすすめ」

であったと思います。「学問のすすめ」の一節に

「政府と人民との間柄は･･･唯強弱の有様を異に

するのみにて、権理の異同あるの理なし」、「一

国と云ひ一村と云ひ、政府と云ひ会社と云ひ、

都て人間の交際と名るものは、皆大人と大人と

の仲間なり、他人と他人との附合なり」という

くだりがあります。国家と国民は対等だ、大人

と大人の関係だ。だから、国家が同じ大人であ

る国民の面倒を見る必要はない。井上馨が言っ

ているのはそういうことです。 

現在の地方自治制度の出発点となった市制町

村制（1888 年）も、このような自由主義国家観

に則って作られているというのが私の理解です。

自分たちの地域の問題は自分たちでやれという

前提で、市制町村制は作られているわけです。

村の問題は村でやれ。県の問題は県でやれ。国

は別のことをやるから。じゃあ国は何をやるか

といったら、軍事外交などが中心です。市制町

村制は、まさにこの自由主義国家観を忠実に制

度化したものです。区の歴史もこのような市制

町村制と並行してきました。そして、この区が

明治・大正・昭和、そして現在に至るまで、家

を単位として組織されるという構造を維持し続

けてきた。今日はそういう事例を紹介してきま

した。この間、国家のありようは劇的に変わっ

てきましたが、家を単位とする村落のありよう

は一貫して維持されているという歴史的事実を

どう評価するか。この点を最後に考えてみたい

と思います。 

近代法は個人を単位として社会をつくるとい

う個人主義に拠っています。民法はその典型で

す。日本国憲法も個人主義に依って立っている。

それが 13 条です。そして、日本国憲法の民主主

義は個人主義に基づく民主主義です。 

すでに区会の運営は民主的だという話をしま

した。みんなで相談して決めるという点では民

主主義だと言って良い。しかし、その根底にあ

るのは個人主義ではない。集団主義です。集団

主義というのはこの場合個人よりも村落が優先
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されるという理念です。この集団主義に基づく

民主主義というのは、古代ギリシャから始まっ

ている。個人主義に基づく民主主義の歴史は非

常に浅くて、17世紀以降だと言ってよい。 

実は今日おいていただいている石川一三夫さ

んの一番最近のご著書『地方自治史研究の課題

と方法─地域公共圏像の相克』（晃洋書房）に書

かれていることですけれども、共同体の評価は

昔からだいぶ変わってきました。私が大学に入

った頃は、法学部系は近代化論者ばかりで、共

同体を解体すべきだという議論が非常に強かっ

た。しかし、その人たちが実際にやっているこ

とは入会権の擁護であって、理論と実践が矛盾

していた。それをどう整理すればよいのかとい

うのは、今でも宿題として残っている。その問

題にも関連して石川さんは、共同体を個人と国

家の中間に位置する公共圏、地域公共圏と捉え

て、それの活性化を図る方向で議論を進めてい

こうとされている。その石川さんの議論に触発

されて、行政学者の役重眞喜子さん（岩手県立

大学）が研究者として現場で農村の将来につい

てさまざまな研究と実践に取り組んでおられる。

このお二人のお仕事を見ていて、この中間公共

圏の活性化をはかるうえで何が必要なのかを考

えてみたいと思いました。 

地域公共圏を活性化させるために何をすべき

かという点で、宇澤弘文の「社会的共通資本」

の中に「三里塚農社」という提案があります。

彼は今のままの共同体を維持することは考えて

いない。そうではなく、地域の農業なら農業、

林業なら林業を、新たに再編成された集団に付

託していくという方向を考えている。その場合

の課題の一つとして、民主主義の問題もとりあ

げざるをえないと思います。さきほど集団主義

に基づく民主主義という表現を用いましたが、

これを個人主義に基づく民主主義へ発展させな

ければならないのではないか。そう考えていま

す。 

最後に集団主義に基づく民主主義を具体的に

イメージしていただけるような資料を紹介して

報告を締めたいと思います。 

最近、別の区の資料調査で見つけた資料です

が、1957年青年団への入団を訴える文書です。 

 

その最後のところに「私たちが望んでいる自由

と民主主義も、全ては社会生活を主体とすると

ころの責任と義務を前提とするものでなければ

なりません」というくだりがあります。これが

私のいう集団主義に基づく民主主義を端的に表

現している箇所です。その根底には村という全

体の秩序を優先するべきだという理念がありま

す。今回区会議事録を読み通すことによって、

このような集団主義に基づく民主主義というも

のの存在を見出したわけですが、それが村落の

将来にとってどのような意義と限界を有するの

か、引き続き考えていきたいと思います。長時

間どうもありがとうございました。 
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徳川家康は関ヶ原の戦いに勝利して将軍職を

息子の秀忠に譲ると、大勢の家臣団を連れて駿

府に移り大御所政治を始めます。家康に残され

た二つの大きな政治課題は、海外貿易とキリシ

タン問題、豊臣氏をどうするかの問題でした。

今回のブラ林、駿府(静岡市)に遺されたキリシ

タンゆかりの地を歩いてみます。 

 

◎ジュリアおたあの祈り 

静岡市の中心街に、徳川家康の側室で二代秀

忠の母親、西郷の局の菩提寺、宝台院がありま

す。大火や空襲で焼かれ現在は鉄筋コンクリー

トの姿ですが、江戸時代には旧東海道からその

山門の威容が臨まれ、参勤交代の大名たちは参

拝に訪れました。その敷地の中にある大きな西

郷の局の墓の隣に、「キリシタン灯籠」と呼ばれ

る石灯籠がたたずんでいます。寺の説明書きに

は家康の侍女「ジュリアおたあ」が信拝したと

しています。彼女は家康の側に仕えた信厚き人

でした。 

もともとジュリアおたあは朝鮮の貴族階級で

ある両班（やんぱん）の家に生まれた娘。秀吉

の朝鮮侵攻のときに平壌付近で両親が戦死また

は自害したおたあを、キリシタン大名である小

西行長が引き取って養育したとされています。

秀吉に恩顧のある行長は関ヶ原の合戦の際、当

然西軍について破れ、石田三成とともに処刑さ

れ三条河原に首をさらされます。 

家康は行長の養女おたあが、たいそう才覚ま

れに見ることを知っており、引き取って側に置

きました。当然おたあはキリシタンであり、駿

府城内でキリスト教の教理書を読み、他の侍女

たちを信仰に導いたとされています。 

 

連載 13 

ブラ林 in 駿府のキリシタン 
県内各地の街を歩いて、その地域の歴史や風土を紹介します。 

江戸時代、家康の大御所政治のもとで駿府から 20万人とも 30

万人ともいわれる当時のキリシタンを弾圧する布告が発令されまし

た。第 13回目は、江戸初期の駿府のキリシタンの後をたどるブラ

林です。 

林副理事長がブラリと歩くこの連載は、あくまで旅行記で主観的

な感想が含まれます。 
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1612年家康は、幕府直轄都市、駿府、江戸、

京にキリシタン禁教令を駿府城から発出し全国

の大名に棄教を迫ります。このときおたあはそ

れを振り切り、駿府城追放され大島、その後は

神津島に流されることになりました。 

宝台院の説明書きでは、キリシタン灯籠が古

田織部制作と書かれています。実はこの灯籠、

全国のキリシタン灯籠ブームの皮切りになった

もの。大正 12 年、静岡の地元史家がこの灯籠の

下部に人物像があることに注目して、教会のフ

ランス人司祭に見せた所、カトリックの聖人像

で、服装はローマの法服であると認定したこと

が契機です。もともとはこの形式、織部灯籠と

言って当時の文化人、古田織部が考案したもの

で仏教関係の古い石造文化財の影響を受けてい

ると言う人もいます。もっとも古田織部は妹を

高山右近に嫁に出していますからキリシタンと

全く無関係ということではありませんが。でも

学芸員の方がキチンと検証した方がいいのでは

と思います。もちろんキリシタン灯籠の方がロ

マンがありますが。 

 

◎波乱万丈の原主水 

おたあ以外でも、家康の駿府城の側近からは

何十人もの人が追放されたり処刑されたりしま

した。有名な人に家康のそばに仕え、若くして

御徒組頭や鉄砲組頭に抜擢された原主水がいま

す。 

 

写真はカトリック静岡教会の中にある原主水

像です。禁令が出ると駿府を脱走し江戸近傍で

布教活動をします。しかしそれが発覚、捕らえ

られて駿府に護送されました。額に十字の烙印

を焼かれ市中引き回しの後、安倍川の河原で他

の信者とともに手足の親指を切られ足の筋を切

断されて放置されました。その晩、河原に住ん

でいたライ病人の小屋に匿われ、牧ヶ谷の耕雲

寺に潜伏します。 

 

原主水はやがて耕運寺を出て江戸で布教、捕

らえられて 47人のキリシタンとともに火あぶり

の刑になります。主水を匿った耕雲寺も住職が

自害させられ、増善寺の末寺だったものを臨済

宗に宗旨替えさせられるという厳しい措置が採

られました。耕運寺には「戒名のない卵頭地

蔵」があり、主水を助けたが故に戒名が付けら

れなかった義僧の由来が伝わっています。 

 

 

◎マカオ・長崎・駿府、キリシタン禁教令 

キリシタン禁教令そして弾圧は、マカオ・長

崎・駿府で起こった事件から端を発します。キ

リシタン大名有馬晴信は貿易のために朱印船を

派遣し、中国のポルトガル領マカオに立ち寄っ

た家臣を含む日本人が紛争を起こして現地の官
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憲に数十人が処刑されました。有馬晴信はその

報復を考え、家康の命を得て、長崎においてポ

ルトガル船を焼き討ちにしたが、その恩賞をめ

ぐって駿府において贈収賄事件(岡本大八事件)

に発展しました。取り調べの結果、有馬晴信は

斬首されます。有馬葬儀のおり、大勢の群衆が

祈りを捧げたことから、家康はお膝元にこれほ

どのキリシタンがいることに驚愕し、1612年徹

底的なキリシタン弾圧令を駿府の地から発布し

ました。 

 

朱印船 Wikiより 

 

◎キリシタン教会と二丁町 

宝台院から人宿町を経て、旧東海道は新通を

安倍川に向かって行きます。川まで行く手前、

幸せ通(旧揚屋町)を左折するとパッと視界が開

けてゆったりとした敷地に県の地震防災センタ

ーがあります。ここにかつてあった幕府直営の

「二丁町遊郭」は、静岡大空襲により完全に焼

失し、その後再建されませんでした。 

 

遊郭で最も大きかった蓬莱楼の跡の駿府町公

園に「駿府キリシタン聖堂の跡」の碑がありま

す。実はここに 17世紀初め、家康が大御所政治

を始めたときにはキリシタン聖堂がありまし

た。駿府のキリシタンは、16世紀の終わりから

エロニモ、アンゼリス両師から数千人が洗礼を

受けたとされます。キリシタン禁教令によって

教会を焼き払った後、その聖堂があったところ

は不浄の地とされました。これはあくまで推測

ですが、その跡に「二丁町遊郭」を建てること

になったのではないかと思います。 

 

防災センターの東側の稲荷神社に二丁町の由

来が記されています。由来では、有名な江戸の

吉原遊郭のもともとは、ここから移転してでき

たもので、7町あったうちの 5町が江戸に移り２

町が残ったという意味で「二丁町」と記されて
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いますが、元々遊郭の広さが２丁四方だったか

ら（漆畑弥一著「駿府の花街」）とも言われてい

ます。 

 

小長井澄子「静岡の遊郭二丁町」より 

静岡市の平和資料センター設立にかかわった

小長谷澄子氏は、薄幸の叔母、二丁町の娼妓で

あった「つね」の思い出から著書「静岡の遊郭

二丁町」を著しています。「うちの人がいいもの

だから、あたしみたいなものでも女房にしてく

れて」と何くれとなく叔父に尽くしたと記しま

したが、身請けされ所帯を持ってから数年後に

肺病でなくなります。 

 

 

 

◎駿府キリシタン殉教の碑 

禁教令が全国に波及した 2年後から信者の棄

教の強要が始まり、安倍川の河原で多くの処刑

が行われました。安倍川に出る手前の北側、駿

府キリシタン殉教の碑があります。「額に焼き印

を押され、市中引き回しの後、正念寺に着い

た。両手の指、足の腱を切られた彼らは、そこ

にそのまま放置された。そのうちジョアン道寿

は同夜、ペドロ角助は翌朝早く息絶え、駿府キ

リシタンの殉教者の先達になった」（「駿府キリ

シタンの殉教」より）。この年、家康に謁見しに

来たイギリス国王の公使が安倍川河原で遺体を

焼くにおいが不快だったと日記に記しています

（徳川 400年 HPより）。 

 

 

河岸にたつと徳願寺山は大きく見えます。向

かいの安倍川餅の老舗、石部屋で休憩。江戸時

代初期、安倍川岸で、徳川家康が茶店に立ち寄

った所、そこの店主が黄な粉を安倍川上流（梅

ヶ島）で取れる砂金に見立て、つき立ての餅に

まぶし、「安倍川の金な粉餅」と称して献上しま

した。家康はこれを大層喜び、安倍川にちなん

で安倍川餅と名付けたという伝承があります。

駿府は金座銀座が置かれた金融センター、それ

にちなんだ命名でした。 

ここではつきたての餅を供してくれます。つ

きたての餅に黄な粉やあんこをまぶし、出来立

ての柔らかさで味わうことができます。 

 

 

 


